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新規指定 

・・・新規で指定を受けようとする場合提出が必要 

 

 

 

 

処理件数推移（実績） 

  R6 R5 R4 R3 R2 R 元 

新規指定（児） 100 90 90 70 98 81 

新規指定（者） 189 171 147 163 133 121 

新規指定（合計） 289 261 237 233 231 202 

 

 

１件あたり想定処理時間：２２４分 
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⑤公示、情報提供 

⑥報酬に関する届け出 

⑦国保連請求 

 

 

 

事業者指定関係業務 

法⼈に障害福祉サービスを提供する権利を付与する⼿続き。指定⽇の前々⽉末日（閉庁日の場合は前の開庁

日）までに申請を受付ける。その後認可の手続きに入ります。指定日は原則毎月 1 日です。 

 

事前準備（法人・事業所側） 

１．法人格の取得 

２．既に法人登記済で新規に事業参入する法人で、定款に申請に係る事業目的が記載されていない場合は、目

的変更登記を済ませていただく。 

 

【事業目的の記載例】 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」 

「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」 

など   

 

 

 

 

 

   ⓪      ①      ②      ③             ④ 
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新規指定申請の書類審査流れ 

◎指定年月日の前々月の末日までに提出いただく。 

【例】5 月 1 日指定→3 月 31 日までに提出 

   保健所、福祉事務所経由で受取(令和８年 10 月からは受託者が直接受取)。 

◎申請手数料は無料 

 

事前相談 

事前相談があった場合は対応を行います。 

※図面が要件を満たしているかの相談が多いです。 

 

申請書の県への到着 

所管課で開封後受け渡します。（10 月からは受託者が直接受取） 

 

 

（１）受領 

①書類の収受処理（受付表・収受簿の入力等）を行う。 

②指定を受けようとしているサービスを確認し、チェックシートを添付 

（※チェックシートはフォーマットがあります）  

③国税庁 HP から法人番号を調べて印刷を行い書類に添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規指定 
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（２）審査 

①サービス種別毎に定めた、所定の申請書類が添えられているか 

提出書類一覧 例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新の必要書類各種のＨＰリンク 

↓↓↓↓↓↓前 

三重県｜障がい者：申請手続の手引き 

サービス毎で必要書類が違うため必ず最新の

ものを確認・使用すること 

一覧表にて必要書類を確認する 

新規指定 （２）審査 

https://www.pref.mie.lg.jp/SHOHO/HP/2010040023.htm
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（２）審査 

②記載事項に不備はないか 

※チェックシートに従いチェックを行う 

③不備がある書類について事業者（法人）へ電話・メールにて連絡を実施。 

修正した書類を再提出いただく。（必要書類はＰ６参照） 

②―１．指定申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規指定 （２）審査 

①申請日が記載されて

いるか。 

②法人の所在地・法人名等もれ

なく記入されているか。 

法人代表者の役職・氏名まで記

載されているか。 

登記簿と一致しているか。 

③運営規程と一致して

いるか。 

④指定を受ける事業所

情報が記載されている

か。 

⑤該当事業所へ〇がつ

いているか。 

⑥複数ある場合は行を

増やす。 

または、別添とする。 
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②―２．付表 

①サービス毎に書式が違うため、申請サービスに対応した付表を使用すること 

②サービス毎、各状況により、基準等が変わってくるため、各箇所事にその都度確認を行う 

 

②―３．運営規程について 

参考様式はありますが、独自の物を使用していただいても差し支えはありません。 

例えば、以下の内容などが漏れていないかチェックします（サービス等により違いあり）。 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、人員及び職務の内容 

③ 営業日及び営業時間 

④ 定員 

⑤ サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑥ 通常の事業の実施地域 

⑦ サービス（施設）の利用にあたっての留意事項 

⑧ 緊急時等における対応方法 

⑨ 非常災害対策 

⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑪ その他運営に関する重要事項 

 

②―４．従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

各事業所・施設において使用している勤務割表等、「職種」「氏名」「勤務形態」「保有資格」「４週合計」「週平均の

勤務時間」「常勤職員の勤務すべき時間」の項目が確認できる場合は、その書類をもって添付書類として差し支

えはない 

 

指定経過年数や、各サービスにおいて書式が違うため都度確認を行うこと 

 

※各サービスの参考様式、入力方法はＰ６参照 

 

 

 

 

新規指定 （２）審査 



別添２ 

9 

 

 

②－５．経歴書、実務経験証明書について 

障害福祉サービスを提供するにあたり、職種に応じて経歴書や実務経験証明書の提出及び、その職種につくた

めの必要な経験、資格などが決められています。（様式Ｐ６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務形態一覧表、付

表と一致しているか 

必要に応じた職種名

の経歴書 

資格証の内容と一致し

ているか 

従事日数 

押印必須 

新規指定 （２）審査 
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②―６．賃貸借契約書について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①法人で借りているか。 

個人で借りている場合は法人契

約へ変更契約していただく 

②別途、提出いただいた平面

図等の内容とあっているか 

③各サービス内容とあっ

ているか。 

使用目的が相違している 

または記載がない場合は

再提出を求めます 

④賃貸借期間が指

定日等、事業運営

に適した期間にな

っているか 

新規指定 （２）審査 



別添２ 

11 

 

 

 

②―７．その他の書類について 

 項目によって求める内容が確認できる場合は、各事業所・施設において使用している書類等、その種類をもっ

て添付書類として差し支えはない。 （各種類、様式Ｐ６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓約書、 

印鑑は不要です 

該当箇所に 

〇を入れる 

〇を入れた所に該

当する別紙が添付

されているか確認

をする 

直筆であるか確認 

新規指定 （２）審査 
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（３）納品（及びその後の流れ） 

１）台帳システム（申請受付入力及び決裁起案入力）への入力後、申請書類一式（不備を解消済のもの）を所管課

へ提出（納品） 

 

２）所管課にて決裁（指摘事項なければ承認、指摘事項ある際は修正等を実施） 

 

３）決裁後の必要事項を台帳システム（指定決裁入力）に入力（所管課で実施） 

 

４）書類をファイリング（所管課で実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規指定 
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指定更新 
・・・６年に１回指定の更新があります。 

 

 

 

 

 

 

処理件数推移（実績） 

  R6 R5 R4 R3 R2 R 元 

指定更新（児） 100 85 55 52 44 32 

指定更新（者） 392 272 134 167 187 135 

指定更新（合計） 492 357 189 219 231 167 

 

 

１件あたり想定処理時間：103 分 
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事業者指定関係業務 

障害福祉サービス事業者の指定（開設許可）は、基準への適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に６年

間の期限が設けられている。指定事業者は、指定有効期間満了日の前月１５日までに更新申請を行わなけれ

ば、有効期間満了により指定効力を失ってしまう。なお、指定更新の申請に対し有効期効間満了日までに処分

が行われない場合は、処分が行われるまで従来の指定の期間が有効である。そして、指定が更新されれば、更

新後の有効期間は従来の指定の有効期間の満了日の翌日から起算されます。 

 

 

 

 

指定有効期間満了日の前月１５日まで 指定有効期間

満了日の前日 

指定有効期間

満了日の翌日 

①      ②         ③           ④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定更新の流れ 

申
請
（更
新
） 

受
理 

審
査 

処
理
の
完
了 

従来の指定 指定の更新 

指定更新 
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指定更新申請の書類審査流れ 

◎指定有効期間終了日の前月１５日までに更新申請をいただく 

 例）４月３０日指定有効期間終了→３月１５日までに提出 

 保健所、福祉事務所経由で受取（令和８年１０月からは受託者が直接受取）。 

◎申請手数料は無料 

 

 

申請書の県への到着 

所管課で開封後受け渡します。（10 月からは受託者が直接受取） 

 

 

（１）受領 

①書類の収受処理（受付表・収受簿の入力等）を行う。 

②指定を受けようとしているサービスを確認し、チェックシートを添付 

（※チェックシートはフォーマットがあります）  

③国税庁 HP から法人番号を調べて印刷を行い書類に添付 

 

 

 

（２）審査 

 

①所定の書類が添えられているか 

 必要書類（Ｐ６参照） 

 

②記載事項に不備はないか 

 

③不備がある書類について電話・メール等にて連絡をとり、修正した書類を再提出いただく 

 

 

 

 

 

 

指定更新 
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②―１指定更新申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②申請日が記入され

ているか 

③法人名・住所、法人

代表・住所等が登記

と合っているか、漏れ

はないか 

④運営規定と合って

いるか確認。 

台帳システムの登録

と違う際は問い合わ

せて必要な対応を行

う 

⑤該当箇所に〇が入

っているか 

①指定更新になってい

るか 

指定更新  （２）審査 



別添２ 

17 

 

 

 

②―２．付表 

 

①サービス毎に書式が違うため、申請サービスに対応した付表を使用すること 

 

②サービス毎、各状況により、基準等が変わってくるため、各箇所事にその都度確認を行う 

 

 

②―３．従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

 

各事業所・施設において使用している勤務割表等、「職種」「氏名」「勤務形態」「保有資格」「４週合計」「週平均の

勤務時間」「常勤職員の勤務すべき時間」の項目が確認できる場合は、その種類をもって添付書類として差し支

えはない 

 

指定経過年数や、各サービスにおいて書式が違うため都度確認を行うこと 

 

※各サービスの参考様式、入力方法はＰ６参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定更新  （２）審査 



別添２ 

18 

 

 

 

（３）納品（及びその後の流れ） 

１）申請書類一式（不備を解消済のもの）を所管課へ提出（納品） 

 

２）所管課にて決裁（指摘事項なければ承認、指摘事項ある際は修正等を実施） 

 

３）決裁後の必要事項を台帳システム（指定更新入力）に入力（所管課で実施） 

 

４）書類をファイリング（所管課で実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定更新 
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変更届 

・・・届出をした事業所の内容に変更があった場合提出が必要 

  

 

 

 

 

処理件数推移（R6 は実績、他の年は事業所数より推計） 

 

  R6 R5 R4 R3 R2 R 元 

変更届(設備、人

員、運営体制の変

更）、変更指定（定

員変更等） 

2349 2268 2141 2030 1905 1797 

 

 

１件あたり想定処理時間：７０分 
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指定を受けた内容に変更があった場合は、「変更届出書」と必要な添付書類を提出が必要になります。 

 ※届出書の締め切り日は変更のあった日から１０日以内ですが変更の内容によって提出期限が違うため 

  注意が必要です。 

 ※サービス種類の追加は、変更届ではなく新規指定申請が必要です。 

 ※生活介護、就労継続支援 A・B 型、児童発達支援、放課後等デイサービスの定員を増やす場合は、 

「指定変更申請」の届け出が必要です。 

 

 詳細、添付書類はＰ６を参照 

  

 

 

変更届の書類審査流れ 

 ◎「変更届出書」と変更に必要な添付書類を提出 

   提出期限は内容によって変わるため注意が必要。 

   保健所、福祉事務所経由で受取（令和８年１０月からは受託者が直接受取）。 

 ◎申請手数料は無料 

 

申請書の県への到着 

所管課で開封後受け渡します。（10 月からは受託者が直接受取） 

 

 

（１）受領 

①書類の収受処理（受付表・収受簿の入力等）を行う。 

②変更を受けようとしている内容を確認 

 

 

 

 

 

 

 

変更届 



別添２ 

21 

 

 

 

（２）審査 

①変更内容毎に定められた書類の添付があるかー必要書類（P6）参照 

②記載事項に不備はないか 

③不備がある書類について事業所（法人）へ電話・メールにて連絡を実施。 

修正した書類を再提出いただく。 

（詳細、必要書類はＰ６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出日、法人情報

が記載されている

か 

変更する事業所

の情報が記載さ

れているか 

変更する事項に

〇が記載されて

いるか 

変更届 （２）審査 
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添付書類について 

各参考様式はありますが、各事業所・施設において使用している書類において、必要な項目が確認できる場合

は、その種類をもって添付書類として差し支えありません 

 

各サービスによって必要な内容が変わるため、注意が必要です 

 

※各サービスの参考様式、必要書類はＰ６参照 

 

 

 

 

 

 

 

（３）納品（及びその後の流れ） 

１）申請書類一式（不備を解消済のもの）を所管課へ提出（納品） 

 

２）所管課にて決裁（指摘事項なければ承認、指摘事項ある際は修正等を実施） 

 

３）決裁後の必要事項を台帳システム（変更届け出書入力等）に入力（所管課で実施） 

 

４）書類をファイリング（所管課で実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更届 
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その他の届等 

・・・その他にも事業所から各種の届出等が提出されます 

  

 

 

処理件数の推移 

  

R6 R5 R4 R3 R2 R 元 

１件あたり想定

処理時間（分） 

体制届 2058 1987 1876 1779 1669 1574 63 

処遇改善加算 638 616 582 551 517 488 170 

電話相談業務 20750.45 20034 18914 17935 16830 15875 25 

休廃止 215 166 113 123 103 142 43 

変更（事業再開） 7 7 6 6 6 5 70 

 

 

・R6 年度分は電話相談以外は実績 

・R 元〜R5 年度分は事業所数推移より推計。ただし、休廃止はすべて実績 

 

・処理手順については、都度所管課から引き継いでいく予定 

 

 

 

 


